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6.3 騒音 

 

6.3.1 調査 

１）調査 

(1) 調査項目 

騒音の調査項目及び調査状況は表 6.3-1 に示すとおりである。 

 

表 6.3-1 調査項目及び調査状況 

調査すべき情報 
文献その他 

の資料調査 
現地調査 

騒音の状況 － 〇 

地表面の状況 〇 － 

 

(2) 調査方法等 

ア. 騒音の状況 

騒音の状況の調査概要は表 6.3-2 に、調査地域及び調査地点は表 6.3-3 及び図 6.3-1 に、調査期

間等は表 6.3-4 に示すとおりである。 

 

表 6.3-2 調査概要（現地調査） 

調査すべき情報 調査項目 調査の基本的な手法 

騒音の状況 

環境騒音 

騒音の測定に関する方法(JIS Z 8731)に基づき、工事の実

施に伴う建設機械の稼働が予想される事業実施区域付近の

集落等を対象に、道路端地上 1.2m の高さに騒音計を設置し

て測定を行う。 

道路交通騒音及び交通量 

騒音の測定に関する方法(JIS Z 8731)に基づき、資材及び

機械の運搬に用いる車両の運行が予想される道路の沿道の

集落等を対象に、道路端地上 1.2m の高さに騒音計を設置し

て測定を行う。また、同地点で大型車、小型車、二輪車の

車種別、方向別に交通量等調査を行う。 

航空機騒音 

騒音の測定に関する方法(JIS Z 8731)に基づき、事業実施

区域周辺で、航空機騒音の影響を受けるおそれがある集落

等を対象に地上 1.2m の高さに騒音計を設置して測定を行

う。 

 

表 6.3-3 調査地域及び調査地点 

調査地域 調査項目 調査地点 

音の伝搬の特性を踏まえ

て、騒音に係る環境影響を

受けるおそれがあると認

められる地域とする。 

環境騒音 対象事業実施区域内及びその周囲 3地点（B1、B2、B3） 

道路交通騒音

及び交通量 

資材等運搬車両、一般車両の走行経路となる道路端の 2

地点（C1、C2） 

航空機騒音 
航空機の飛行経路を考慮して、事業実施区域周辺の 4

地点（D1、D2、D3、D4） 
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表 6.3-4 調査期間等 

調査すべき情報 調査期間 

環境騒音 秋季の 1日間 令和 2年 10 月 29 日～10 月 30 日 

道路交通騒音及び交通量 
秋季の平日・休日の

各 1 日間 

平日：令和 2年 10 月 29 日～10 月 30 日 

休日：令和 2年 11 月 15 日 

航空機騒音 4 季の各 7日間 

冬季：令和 3年 2 月 16 日～2月 24 日 

春季：令和 3年 5 月 19 日～5月 26 日注 

夏季：令和 3年 8 月 17 日～8月 23 日 

秋季：令和 3年 10 月 28 日～11 月 3 日 

注）調査期間中の 5 月 24 日に天候不良に伴う航空機欠航による欠測があったことから、追加測定を実施し、7 日間測定

を確保した。 

 

イ. 地表面の状況 

地表面の状況の調査概要は表 6.3-5 に示すとおりである。 

 

表 6.3-5 調査概要（文献調査） 

調査すべき情報 調査の基本的な手法 

地表面の状況 
土地利用図等の文献その他の資料による情報の収集並びに

当該情報の整理及び解析による方法とした。 
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図 6.3-1 騒音調査地点位置図 
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(3) 調査結果 

ア. 騒音の状況 

a. 環境騒音 

環境騒音調査結果を表 6.3-6 に示す。 

調査対象地域において騒音に係る環境基準の類型指定はなされていないが、現況の騒音レベル

の程度について示すため、「道路に面する地域以外の地域[一般地域]に係る環境基準の B 類型」参

考に比較した。B1 の昼間の時間帯を除き、この参考とした類型の環境基準値を上回る結果であっ

た。なお、調査地点は県道 77 号沿道に位置しており、主な音源は道路交通騒音であった。このた

め、表 6.3-7 に示す「幹線交通を担う道路に近接する空間」における環境基準値と参考に比較す

ると、調査結果は環境基準値を下回る値であった。 

 

表 6.3-6 環境騒音調査結果 

時間帯 

等価騒音レベル（LAeq） 
（dB） 環境基準値 

（参考） 
B1 B2 B3 

昼 間 
（6～22 時） 

48 57 56 55 以下 

夜 間 
（22～6 時） 

46 51 56 45 以下 

注）環境基準値（参考）は、周辺の土地利用から主として住居の用に供される地域である、

道路に面する地域以外の地域［一般地域］の B 類型の環境基準の環境基準値を示す。 

 

b. 道路交通騒音及び交通量 

道路交通騒音調査結果を表 6.3-7 に、各調査地点における道路断面を図 6.3-2 に示す。 

調査対象地域において騒音に係る環境基準の類型指定はなされていないが、現況の騒音レベル

の程度について示すため、「幹線交通を担う道路に近接する空間」における環境基準値と比較した。 

調査結果は全地点のすべての時間帯で、参考とした環境基準値を下回る結果であった。 

 

表 6.3-7 道路交通騒音調査結果 

調査 
時期 

時間帯 
等価騒音レベル（LAeq）（dB） 環境基準値 

（参考値） C1 C2 

平日 

昼 間 
（6～22 時） 

64 62 70 以下 

夜 間 
（22～6 時） 

55 51 65 以下 

休日 

昼 間 
（6～22 時） 

64 61 70 以下 

夜 間 
（22～6 時） 

55 51 65 以下 

注）1.各時間帯の測定結果の値は、1 時間値を示す。 

注）2.環境基準値は、騒音に係る環境基準のうち、幹線交通を担う道路に近接する空間の環境基準の環

境基準値を示す。 
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表 6.3-8 交通量調査結果の概要 

単位：台/日 

車 線 
C1 C2 

大型 
車類 

小型 
車類 

二輪 
車類 合 計 大型 

車類 
小型 
車類 

二輪 
車類 合 計 

平
日 

上 り 
（宮之浦方向） 166 2,394 48 2,608 224 2,324 31 2,579 

下 り 
（安房方向） 

149 2,443 45 2,637 212 2,359 37 2,608 

合 計 315 4,837 93 5,245 436 4,683 68 5,187 

休
日 

上 り 
（宮之浦方向） 78 2,112 28 2,218 98 2,151 33 2,282 

下 り 
（安房方向） 

85 2,127 33 2,245 104 2,135 36 2,275 

合 計 163 4,239 61 4,463 202 4,286 69 4,557 

 

C1 C2 

  

図 6.3-2 調査地点における道路断面 

 

c. 航空機騒音 

航空機騒音調査結果を表 6.3-9 に示す。 

調査対象地域において騒音に係る環境基準の類型指定はなされていない。ここでは、現況の騒

音レベルの程度について示すため、調査結果の四季平均と航空機騒音に係る環境基準「Ⅰ類型」

を比較した。D1 では 41.9dB、D2 では 43.7dB、D3 では 55.9dB、D4 では 39.4dB であり、全地点で

Ⅰ類型の環境基準値よりも小さい結果であった。 

D1 及び D4 では離着陸時の飛行騒音が、D2 では離着陸時の飛行騒音及び一部地上騒音（タクシ

ーイング）が、D3 では離着陸時の飛行騒音及び地上騒音（エンジン試運転、タクシーイング）が

主音源であった。 

表 6.3-9 航空機騒音調査結果 

測定季節 
時間帯補正等価騒音レベル（Lden）（dB） 環境基準値（dB） 

（参考・Ⅰ類型） D1 D2 D3 D4 

冬季 38 41 52 36 

57 以下 

春季 42 45 57 40 

夏季 43 44 56 41 

秋季 43 44 57 39 

四季平均 41.9 43.7 55.9 39.4 

注）表中の環境基準値は、航空機騒音に係る環境基準のうち、Ⅰ類型の値を示す。 

 

イ. 地表面の状況 

地表面の状況は、「第 3章 対象事業実施区域及びその周囲の概況 3.2.2 土地利用の状況」等に示

すとおりである。沿岸部の低地部は主に人工的な改変がなされており、屋久島を周回する県道沿い

に集落や商業施設等が立地する。その他の多くは山林となっている。  
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6.3.2 予測及び評価 

騒音に係る影響要因とその内容については、表 6.3-10 に示すとおりである。 

 

表 6.3-10 影響要因とその内容 

影響要因の区分 細区分 内容 

工事の実施 
・建設機械の稼働 

・資材等運搬車両の運行 

・建設機械の稼働に伴う騒音の影響 

・資材等運搬車両の運行に伴う騒音の影響 

土地又は工作物の存在及び供用 ・航空機の運航 ・航空機の運航に伴う騒音の影響 

 

6.3.2.1 建設機械の稼働に伴う騒音（工事の実施） 

１）予測 

(1) 予測項目 

建設機械の稼働に伴う騒音の予測項目は、表 6.3-11 に示すとおりである。 

 

表 6.3-11 予測項目 

項目 影響要因 予測項目 

工事の実施 建設機械の稼働 建設機械の稼働に伴う騒音 

 

(2) 予測概要 

建設機械の稼働に伴う騒音の予測概要は、表 6.3-12 に示すとおりである。 

 

表 6.3-12 予測概要 

予測の概要 

予測項目 建設機械の稼働に伴う騒音 

予測手法 
「建設工事騒音の予測モデル（ASJCN-Model2007）」（社団法人日本音響学会、平

成20年4月）に準拠して、音の伝搬理論に基づく予測式により計算する方法とした。

予測地域 

調査地域のうち、音の伝搬の特性を踏まえて騒音に係る環境影響を受けるおそれ

があると認められる地域とし、空港周辺地域とした。 
なお、土砂採取区域周辺には民家等の保全対象施設が存在しないため、予測地域と

しなかった。 

予測地点 

音の伝搬の特性を踏まえて予測地域における騒音に係る環境影響を的確に把握で

きる地点とし、対象事業実施区域の敷地境界及び現地調査地点として周辺集落等を

代表する地点とした。（B1、B2、B3） 

なお、対象事業区域内の民家や宿泊施設等については、事業に伴い移転する計画と

していることから、予測地点として考慮していない。 

予測対象時期等 環境影響が 大となる時期を対象とした。 
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予測地域及び 
予測地点の設定 

施工範囲の設定 
施工計画 
・工事工程、施工範囲、工区割り、 

年間稼働日数、稼働時間、 
建設機械稼働台数 

建設機械条件の設定 
・種類、稼働台数、位置、稼働時間 

建設機械の合成した 
音響パワーレベル 

伝播計算 
・距離減衰 
・回折減衰による補正 

建設機械の騒音レベル(L

建設機械の騒音レベル(LA5)から 
建設機械の実効騒音レベル(LAeff) 
を推定する場合の補正値(△L) 

建 設 機 械 の 実 効 騒 音 レ ベ ル 現 況 等 価 騒 音 レ ベ ル

合成等価騒音レベル

(3) 予測方法 

ア. 予測手順 

建設機械の稼働に伴う騒音の影響予測は、建設機械の配置、音響パワーレベル等を設定し、「建設

工事騒音の予測モデル（ASJCN-Model2007）」（社団法人日本音響学会、平成 20 年 4 月）に準拠して、

建設機械の稼働に伴う騒音レベルを予測した。予測手順は、図 6.3-3 に示すとおりである。 

合成に用いる現況等価騒音レベルは、現地調査地点での測定結果とし、また敷地境界における予

測については近傍の調査地点の測定結果を用いた。 

 

 

 

 

 

 

  

図 6.3-3 建設機械の稼働に伴う騒音の予測手順 
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イ. 予測式 

予測に用いる計算式は、以下に示すとおりである。 

LA5 = L  - 8 - 20 log10 r - ∆L  

 

ここで、 

LA5 ：予測地点における騒音レベル 90％レンジの上端値（dB） 

LWA ：建設機械の音響パワーレベル（dB） 

r  ：建設機械の中心から予測地点までの距離（m） 

ΔLd  ：建設機械からの騒音に対する回折減衰量（dB） 

 

 

 

 

ここで、 

δ ：行路差（m） 

a、b、c ：定数（a＝18.4、b＝15.2、c＝0.42） 

 

複数の建設機械から合成した音響パワーレベルを図 6.3-5 に示す工事区域内の改変範囲に均等に

分割して配置した。また、個々の音響パワーレベルから騒音レベルの予測を行い、次式を用いて合成

した。 

Ⅼ = 10log10 10
Li
10

n

i=1

 

 

ここで、 

L ：予測地点における建設機械の騒音レベル（dB） 

Li ：個々の建設機械の予測地点における騒音レベル（dB） 

n  ：音源の個数 

 

また、予測地点における実効騒音レベルを次式より求める。なお、実効騒音レベルを推定する場合

の補正量は、主要な工種から 5dB とした。 

LAeff = 𝐿  - ∆L  

ここで、 

LAeff ：予測地点における実効騒音レベル（dB） 

LA5 ：予測地点における騒音レベル 90％レンジの上端値（dB） 

ΔL  ：建設機械の騒音レベル(LA5)から建設機械の実効騒音レベル（LAeff）を推定する場合の

補正量（dB）（主要な工事である土工事を考慮して 5dB） 

 

  

- 10log10δ - a      1≦δ 
∆L  =  

- 5 - b sinh- 1（δc）  0≦δ＜１ 
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ウ. 予測条件 

a. 予測対象時期 

月別の建設機械の音響パワーレベル合成値を図 6.3-4 に示す。3 年次以降に建設機械が本格的

に稼働開始し、10 年次末までが建設機械の主な稼働期間となる。特に夜間工事の音響パワーレベ

ルの合成値は、5 年次 5～8 月が 122dB と 大となる。 

そこで、予測対象時期は、昼間工事について、対象事業実施区域境界付近における土工事等が

行われ、騒音レベル合成値が 大となる 4 年次 6～2 月、夜間工事については土工事及び県道付替

え工事等が行われ、騒音レベル合成値が 大となる 5 年次 5～8 月とした。 

予測対象時期の稼働台数は表 6.3-13 に示すとおりである。月別騒音パワーレベルの詳細につい

ては、資料編に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 6.3-4 建設機械の稼働に伴う月別騒音パワーレベル合成値 

  

昼間 

予測対象時期 
夜間 

予測対象時期 
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表 6.3-13 建設機械の種類、音響パワーレベル及び台数 

予測時期 
工事 

時間帯 
工種 施工機械・規格 

パワーレベル 

（dB） 

台数 

（台） 
出典 

4 年次 

6～2 月 
昼間 

土工事 

バックホウ 0.8m3(低騒音型) 106 4 1 

バックホウ 0.45m3(低騒音型) 104 1 1 

バックホウ 0.28m3 (低騒音型) 99 2 1 

ブルドーザ 32ｔ 110 6 2 

ブルドーザ湿地 20t 109 1 2 

ブルドーザ湿地 16ｔ 107 4 2 

ブルドーザ湿地 7t 107 1 2 

舗装工事 

振動ローラ 12ｔ(低騒音型) 104 4 1 

振動ローラ 1.1ｔ(低騒音型) 101 2 1 

ラフテーレーンクレーン25t(低騒音型) 107 2 1 

コンクリートポンプ車 110 m3/h 107 3 1 

5 年次 

5～8 月 
夜間 

土工事 

バックホウ 1.4m3(低騒音型) 106 3 1 

バックホウ 0.8m3(低騒音型) 106 11 1 

バックホウ 0.45m3(低騒音型) 104 5 1 

ブルドーザ 10ｔ（低騒音型） 105 24 1 

舗装工事 

振動ローラ 12ｔ(低騒音型) 104 3 1 

振動ローラ 1.1ｔ(低騒音型) 101 3 1 

ラフテークレーン 25ｔ(低騒音型) 107 3 1 

出典：1.低騒音・低振動型建設機械の指定に関する規定（平成 9年建設省告示第 1536 号） 

2.建設工事騒音の予測モデル”ASJ CN-Model 2007”（平成 20 年 7月 社団法人 日本音響学会） 

注）「低騒音型・低振動型建設機械の指定に関する規程」（平成 9年建設省告示第 1356 号）に規定される低騒音型建

設機械を使用するため、夜間作業が可能となる。 

 

b. 予測対象時間帯 

昼間工事は 8～17 時、夜間工事は 22 時～翌 6 時以降に稼働する条件とした。 

予測対象時期ごとの等価騒音レベル予測対象時間帯及び時間数を表 6.3-14 に示す。 

なお、敷地境界上の建設機械の騒音レベルは（LA5）については作業時間帯を考慮せず、 大と

なる値を求めた。 

 

表 6.3-14 予測対象時期ごとの等価騒音レベル予測対象時間帯・時間数 

予測時期 

等価騒音レベル 

予測対象時間帯 

（環境基準時間帯） 

工事時間帯 

（休憩時間含む） 

建設機械 

稼働時間数 

4 年次 

6～2 月 
昼間（6～22 時） 昼間（8～17 時） 8 

5 年次 

5～8 月 
夜間（22～6 時） 

夜間 

（22 時～翌 6 時） 
8 
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c. 音源位置及び高さ 

音源の位置は、建設機械が稼働すると想定した各年次の工事区域の全域を面音源として設定した。 

音源の高さは、主要な建設機械の高さとして 1.5ｍとした。 

 

(4) 予測結果 

ア. 建設機械の稼働に伴う敷地境界上における騒音レベル 

建設機械の稼働に伴う騒音レベルの予測結果は、表 6.3-15 及び図 6.3-7～図 6.3-8 に示すとお

りである。 

敷地境界上で 大となる地点における騒音レベルは（LA5）は、昼間工事では 75dB、夜間工事では

75dB である。 

 

表 6.3-15 予測結果（建設機械の稼働に伴う敷地境界上における騒音レベル） 

単位：dB 

予測時期 工事時間帯 大となる地点 

現況等価騒音 

レベル（LAeq） 

① 

建設機械の 

騒音レベル（LA5） 

② 

合成騒音レベル

（LA5） 

①+② 

4 年次 6～2月 昼間 
対象事業実施区域境界 

（調査地点Ｂ2 の近傍） 
48 75 75 

5 年次 5～8月 夜間 
対象事業実施区域境界 

（調査地点Ｂ1 の近傍） 
46 75 75 

注）「低騒音型・低振動型建設機械の指定に関する規程」（平成 9 年建設省告示第 1356 号）に規定される低騒音型建設機械を使用す

るため、夜間作業が可能となる。 

 

イ. 建設機械の稼働に伴う予測地点（現地調査地点）における騒音レベル 

予測地点（現地調査地点）における等価騒音レベル（LAeq）の予測結果は、表 6.3-16 及び図 6.3-9

～図 6.3-11 に示すとおりである。B1 では昼間 62dB、夜間 58dB、B2 では昼間 63dB、夜間 58dB、B3

では昼間 60dB、夜間 59dB であった。 

 

表 6.3-16 予測結果（建設機械の稼働に伴う予測地点（現地調査地点）における騒音レベル） 

単位：dB 

予測時期 
環境基準の 

時間帯 

予測地点 

（現地調査地点） 

現況等価騒音 

レベル（LAeq） 

① 

建設機械の騒音

レベル（LAeq） 

② 

合成騒音レベル

（LAeq） 

①+② 

4 年次 

6～2 月 
昼間 

B1 48 62 62 

B2 57 62 63 

B3 56 57 60 

5 年次 

5～8 月 
夜間 

B1 46 58 58 

B2 51 58 59 

B3 56 55 59 
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２）環境保全措置 

(1) 建設機械の稼働に伴う騒音（工事の実施） 

ア. 環境保全措置の検討の状況 

予測の結果を踏まえ、環境影響をできる限り回避又は低減することを目的として、表 6.3-17 に示

すとおり環境保全措置の検討を行った。 

 

表 6.3-17 環境保全措置の検討の状況 

環境保全措置の種類 環境保全措置の内容 

工事区域の細分化及び施工時期
の分散化の検討 

施工計画において工事区域の細分化及び施工時期の分散化を検
討する。 

低騒音型・超低騒音型建設機械
の使用 

低騒音型建設機械の使用を原則とし、超低騒音型建設機械が普
及している建設機械については、これを積極的に使用する。 

建設機械の整備・点検の徹底の
促進 

建設機械の整備不良による騒音の発生を防止するため、整備・
点検の徹底を促進する。 

工事関係者に対する建設機械
の稼働方法の指導 

アイドリングストップの徹底や空ぶかしの禁止、建設機械に過
剰な負荷をかけないよう留意する等、工事関係者に対して建設
機械の稼働方法の指導を行う。 

 

イ. 検討結果の整理 

検討の結果、実施することとした環境保全措置及び環境保全措置を実施した場合に期待される効

果、効果の不確実性、他の環境に生じる新たな影響等について整理した（表 6.3-18 参照）。なお、こ

れらについては定量化が困難なものも含まれているが、建設機械の稼働による騒音の影響をより低

減するための環境保全措置として適切であると考え、採用する。 
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表 6.3-18 環境保全措置の検討結果 

環境保
全措置
の種類 

環境保全措置の方
法及び実施の内容 環境保全措置の効果 

当該措置
を講じた
後の環境
の状況の
変化 

効果の不確実性の
程度 

実施に伴い
生ずるおそ
れがある環
境への影響 

採
用
の
有
無 

予測
への
反映 

工 事 区
域 の 細
分 化 及
び 施 工
時 期 の
分 散 化
の検討 

施工計画において
工事区域の細分化
及び施工時期の分
散化を検討する。 

工事の細分化及び施工

時期の分散化を検討す

ることにより、工事区域

から発生する騒音レベ

ルの低減が見込まれる。

周辺へ伝
搬する騒
音レベル
が低下す
る。 

他の事業において
も効果が確認され
ていることから、
不確実性は小さ
い。 

大気質、振動
の影響が低減
する。 

○ － 

低 騒 音
型・超低
騒音型建
設機械の
使用 

低騒音型建設機械
の使用を原則と
し、超低騒音型建
設機械が普及して
いる建設機械につ
いては、これを積
極的に使用する。 

低騒音型・超低騒音型
建設機械を使用するこ
とにより、発生騒音レ
ベルの低減が見込まれ
る 

周辺へ伝
搬する騒
音レベル
が低下す
る。 

他の事業において
も効果が確認され
ていることから、
不確実性は小さ
い。 

なし ○ ○ 

建 設 機
械 の 整
備・点検
の 徹 底
の促進 

建設機械の整備不
良による騒音の発
生を防止するた
め、整備・点検の
徹底を促進する。 

建設機械からの発生騒
音レベルを低減が見込
まれる。 

周辺へ伝
搬する騒
音レベル
が低下す
る。 

他の事業において
も効果が確認され
ていることから、
不確実性は小さ
い。 

大気質、振動
の影響が低
減する。 

○ － 

工 事 関
係 者 に
対 す る
建 設 機
械 の 稼
働 方 法
の指導 

アイドリングスト
ップの徹底や空ぶ
かしの禁止、建設
機械に過剰な負荷
をかけないよう留
意する等、工事関
係者に対して建設
機械の稼働方法の
指導を行う。 

不要な運転を避けるこ
とにより、発生騒音レ
ベルの低減が見込まれ
る。 

周辺へ伝
搬する騒
音レベル
が低下す
る。 

他の事業において
も効果が確認され
ていることから、
不確実性は小さ
い。 

大気質、振動
の影響が低
減する。 

○ － 

 

３）事後調査 

採用した予測手法は、その予測精度に係る知見が十分に蓄積されていると判断できるが、予測条件

とした工事計画について現時点では不確実性が含まれるため、予測結果にも不確実性が含まれると考

えられる。一方、採用した環境保全措置については、効果に係る知見が十分に蓄積されていると判断

でき、効果の不確実性は小さい。 

以上のことから、予測結果に不確実性が含まれるため、事後調査を実施することとした。 
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４）評価 

(1) 評価の手法 

影響の評価は、調査及び予測結果を踏まえ、対象事業の実施により騒音の影響が、実行可能な範囲

でできる限り回避又は低減されているかどうか、また、環境の保全に係る基準又は目標に対して整合

性が図られているかどうかを評価する方法により行った。 

 

(2) 評価結果 

ア. 環境影響の回避・低減に係る評価 

調査及び予測の結果、並びに前項に示す環境保全措置を踏まえると、騒音の影響は、環境保全措

置を講じることにより、回避又は低減がなされるものと考えられる。 

以上のことから騒音の影響については、事業者の実行可能な範囲内で回避又は低減が図られてい

るものと評価する。 

 

イ. 環境の保全に係る基準又は目標との整合性に係る評価 

a. 国、県、屋久島町等が実施する環境保全施策に係る基準又は目標 

整合を図る基準等（環境保全目標）は、表 6.3-19 に示すとおりである。敷地境界上においては、

騒音規制法に基づいて定められた「特定建設作業に伴って発生する騒音に関する基準」（昭和 43

年厚生省・建設省告示第 1 号）に示される基準値とした。また、予測地点（現地調査地点）にお

いては、調査地点の立地状況及び現況の騒音源を考慮して、環境基本法第 16 条に基づいて定めら

れた「騒音に係る環境基準について」（平成 10 年環境庁告示第 64 号）に示される「幹線交通を担

う道路に近接する空間の基準値」を参考とした。 

 

表 6.3-19 整合を図るべき基準等（環境保全目標） 

項目 
整合を図るべき基準等 

（環境保全目標） 
備考 

建設作業 

騒音レベル 

【規制基準】敷地境界上 

LA5：85dB 以下であること。 

「特定建設作業に伴って発生す

る騒音に関する基準」（昭和 43 厚

生省・建設省告示第 1号） 

【環境基準】現地調査地点 

LAeq：昼間 70dB、夜間 65dB（幹線交通を

担う道路に近接する空間の環境基準） 

「騒音に係る環境基準について」

（平成 10 年環境庁告示第 64 号） 
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b. 国、県、屋久島町等が実施する環境保全施策に係る基準又は目標との整合性 

予測結果と整合を図るべき基準等との整合性を検討した評価結果は、表 6.3-20 及び表 6.3-21

に示すとおりであり、環境の保全に係る基準又は目標との整合性が図られているものと評価した。 

 

表 6.3-20 整合を図るべき基準等との整合性に係る評価結果（敷地境界） 

単位：dB 

時間区分 予測地点 予測時期 

予測結果 

騒音レベル

（LA5） 

環境保全目標 

昼間 対象事業実施区域境界

の 大値地点 

4 年次 6～2月 75 
85 

夜間 5 年次 5～8月 75 

 

 

表 6.3-21 整合を図るべき基準等との整合性に係る評価結果（現地調査地点） 

単位：dB 

時間区分 
予測地点 

（現地調査地点） 
予測時期 

予測結果 

騒音レベル（LAeq） 
環境保全目標 

昼間 

B1 4 年次 6～2月 62 

70 B2 4 年次 6～2月 63 

B3 4 年次 6～2月 60 

夜間 

B1 5 年次 5～8月 58 

65 B2 5 年次 5～8月 59 

B3 5 年次 5～8月 59 
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6.3.2.2 資材等運搬車両の運行に伴う騒音（工事の実施） 

１）予測 

(1) 予測項目 

資材等運搬車両の運行に伴う騒音の影響要因と予測項目は表 6.3-22 に示すとおりである。 

 

表 6.3-22 影響要因と予測項目 

項目 影響要因 予測項目 

工事の実施 資材等運搬車両の運行 資材等運搬車両の運行に伴う道路交通騒音レベル 

 

(2) 予測概要 

資材等運搬車両の運行に伴う騒音の予測概要は、表 6.3-23 に示すとおりである。 

 

表 6.3-23 予測概要 

予測の概要 

予測項目 資材等運搬車両の運行に伴う道路交通騒音レベル 

予測手法 

「道路環境影響評価の技術手法(平成24年度版）」(平成25年3月、国土交通省国土技

術政策総合研究所・独立行政法人土木研究所)に基づき、音の伝搬理論に基づく予測

式により計算する方法とした 

予測地域 
調査地域のうち、音の伝搬の特性を踏まえて騒音に係る環境影響を受けるおそれがあ

ると認められる地域とし、県道77号沿道とした。 

予測地点 
音の伝搬の特性を踏まえて、予測地域における騒音に係る環境影響を的確に把握でき

る地点とし、県道77号沿道に民家等が位置する地点とした。（C1、C2） 

予測対象時期等 環境影響が 大となる時期を対象とした。 
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図 6.3-11 予測地点図 
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(3) 予測方法 

ア. 予測手順 

資材等運搬車両の運行に伴う道路交通騒音の予測手順は、図 6.3-12 に示すとおりである。 

 

 

図 6.3-12 資材等運搬車両の運行に伴う道路交通騒音の予測手順 

 

イ. 予測式 

a. 予測式 

道路環境影響評価の技術手法(平成 24 年度版）」(平成 25 年 3 月、国土交通省国土技術政策総合

研究所・独立行政法人土木研究所)に基づき、予測地点における資材等運搬車両の運行に係る等価

騒音レベル LAeqは、現況の等価騒音レベルに資材等運搬車両の寄与分を加えることで算出した。 

LAeq = LAeq
* + ∆L 

 

∆L = 10 log10 10LAeq,R/10  + 10LAeq,HC/10  / 10LAeq,R/10  

 

ここで、LAeq ：資機材等運搬車両走行時の等価騒音レベル（dB） 

LAeq
＊
 ：現況の等価騒音レベル（dB） 

ΔL ：資機材等運搬車両の走行により増加する等価騒音レベル（dB） 

LAeq,R ：現況交通量から「道路交通騒音の予測モデル“ASJ RTN-Model 2018”」 

（令和元年、日本音響学会）を用いて求められる等価騒音レベル（dB） 

LAeq,HC ：資機材等運搬車両の交通量から「道路交通騒音の予測モデル“ASJ RTN-Model  

2018”」（令和元年、日本音響学会）を用いて求められる等価騒音レベル（dB） 

  

「現況」の等価騒音レベル 
LAeq

* 
「現況」の交通条件 

「現況」の交通条件による 
等価騒音レベル予測計算 

「現況」に「資機材等運搬車
両」を上乗せした「将来」の
交通条件による等価騒音レベ

ル予測計算 

「資機材等運搬車両」の上乗せに
よる等価騒音レベルの増加量 

⊿L 

資機材等運搬車両等走行時の等価騒音レベル 
L
Aeq

*＋⊿L 

「資機材等運搬車両」の交通条件 
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b. 自動車走行騒音のパワーレベル式 

自動車走行騒音のパワーレベル LWA（一台の車から発生する平均パワーレベル）は、平均走行速度 V

（㎞/h）及び車種構成により次式で算出した。 

一般道路であるため非定常走行とし、走行速度は規制速度とした。 

＜非定常走行＞ 

大型車類：LWA＝88.8+10log10V 

小型車類：LWA＝82.3+10log10V 

 

LWA：自動車走行騒音のパワーレベル(dB) 

V :走行速度(km/h) 

 

ウ. 予測条件 

a. 資機材等運搬車両走行ルート 

資機材等運搬車両の走行ルートは、土砂採取区域より図 6.3-1 に示す経路を走行し、県道 77

号を経て、工事区域に入退場するルートとした。なお、土砂採取区域付近の道路は大型車の相互

通行が困難なため、土砂採取区域と工事区域を環状に結ぶルートとし、資機材等運搬車両は一方

向に走行することとした。 

 

b. 道路条件 

予測地点における道路断面構造は、調査地点と同様であり、図 6.3-2 に示すとおりである。 

 

c. 交通条件 

予測に用いた一般交通量は表 6.3-24 及び表 6.3-25 に示す予測地点における現況交通量とし、

走行速度は表 6.3-26 に示す規制速度とした。 

また、資材等運搬車両の運行台数は、昼夜別に影響が大きい大型車の資材等運搬車両の運行が

大となる時期の台数を設定し、図 6.3-13 に示すとおり、昼間は 4 年次 10 月、夜間は 6 年次 2

月の台数とした。 

準備書段階の交通量条件に基づく夜間の予測値が整合を図るべき基準を超過すると予測された

ことから、環境保全措置として、夜間の走行台数を昼間に配分することで夜間の騒音影響を低減

する昼夜の運行台数の調整を検討した。今回の交通条件は、準備書以降の施工計画の具体化にあ

たり、準備書で検討した環境保全措置の結果が反映された交通量である。 

参考として、環境基準を満足する資材等運搬車両台数の上限の検討結果は、昼間の時間帯で大

型車が 3,600 台、夜間の時間帯で 306 台と試算された。 
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図 6.3-13 資材等運搬車両の運行台数の月変化 

表 6.3-24 予測に用いた交通量（平日（4年次10月 昼間：6～22時）） 

単位：台/16 時間 

予測 

地点 

断面合計 

一般交通量 資材等運搬車両 一般交通量+資材等運搬車両 

大型 

車類 

小型 

車類 

大型 

車類 

小型 

車類 

大型 

車類 

小型 

車類 
合計 

大型車 

混入率 

（％） 

C1 311 4,692 334 36 645 4,728 5,373 12.0 

C2 431 4,535 334 36 765 4,571 5,336 14.3 

参考 C1 311 4,692 3,600 36 3,911 4,728 8,639 45.3 

参考 C2 431 4,535 3,600 36 4,031 4,571 8,602 46.9 

注）参考は昼間の環境基準を満足する条件で試算した資材等運搬車両台数の上限を示す。 
 

表 6.3-25 予測に用いた交通量（平日（6年次2月 夜間：22～6時）） 

単位：台/8 時間 

予測 

地点 

断面合計 

一般交通量 資材等運搬車両 一般交通量+資材等運搬車両 

大型 

車類 

小型 

車類 

大型 

車類 

小型 

車類 

大型 

車類 

小型 

車類 
合計 

大型車 

混入率 

（％） 

C1 4 145 265 34 269 179 448 60.0 

C2 5 148 265 34 270 182 472 57.0 

参考 C1 4 145 306 34 310 179 489 63.4 

参考 C2 5 148 306 34 311 182 493 63.1 

注）参考は夜間の環境基準を満足する条件で試算した資材等運搬車両台数の上限を示す。 
 

表 6.3-26 予測地点における走行速度 

予測地点 規制速度（㎞/時） 

C1 50 

C2 50 
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(4) 予測結果 

資材等運搬車両の運行に伴う道路交通騒音レベルの予測結果は、表 6.3-27 及び表 6.3-28 に示すと

おりである。 

資材等運搬車両による騒音レベルの増加分は、昼間は 1dB 以下、夜間は 9.1～9.3dB であり、現況

等価騒音レベルに資材等運搬車両を加味した等価騒音レベルは、昼間が 62.9～65.0dB、夜間が 60.1

～64.3dB である。 

 

表 6.3-27 予測結果（資材等運搬車両の運行に伴う道路交通騒音（4年次 10 月 昼間）） 

単位：dB 

予測地点 

現況 

等価騒音レベル 

① 

資材等運搬車両の運行に伴う

騒音レベルの増加分 

② 

資材等運搬車両を加味した

等価騒音レベル 

①+② 

環境基準 

C1 64 1.0 65.0 

70 以下 
C2 62 0.9 62.9 

参考 C1 64 5.6 69.6 

参考 C2 62 5.4 67.4 

注）・時間区分は、昼間（6 時～22 時）の区分を示す。 

・参考は昼間の環境基準を満足する条件で試算した資材等運搬車両台数の上限（表 6.3-24 参照）を示す。 

 

表 6.3-28 予測結果（資材等運搬車両の運行に伴う道路交通騒音（6年次 2 月 夜間）） 

単位：dB 

予測地点 

現況 

等価騒音レベル 

① 

資材等運搬車両の運行に伴う

騒音レベルの増加分 

② 

資材等運搬車両を加味した

等価騒音レベル 

①+② 

環境基準 

C1 55 9.3 64.3 

65 以下 
C2 51 9.1 60.1 

参考 C1 55 9.9 64.9 

参考 C2 51 9.7 60.7 

注）・時間区分は、夜間（22 時～6 時）の区分を示す。 

・参考は夜間の環境基準を満足する条件で試算した資材等運搬車両台数の上限（表 6.3-25 参照）を示す。 
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２）環境保全措置 

(1) 資材等運搬車両の運行に伴う騒音（工事の実施） 

ア. 環境保全措置の検討の状況 

予測の結果を踏まえ、環境影響をできる限り回避又は低減することを目的として、表 6.3-29 に示

すとおり環境保全措置の検討を行った。 

特に、表 6.3-28 に示す夜間の予測値は、整合を図るべき基準を超過すると予測されたことから、

夜間の騒音影響を低減するために昼夜の運行台数の調整を検討する。 

 

表 6.3-29 環境保全措置の検討の状況 

環境保全措置の種類 環境保全措置の内容 

資機材等運搬車両の運行台数の
昼夜の調整 

夜間の土砂搬入に伴う資機材運搬車両の走行による騒音影響の低減を図
るため、運行台数を調整し、極力昼間に運行するよう運行計画を策定する。

資材等運搬車両の整備・点検の
徹底の促進 

資材等運搬車両の整備不良による騒音の発生を防止するため、整備・点検
の徹底を促進する。 

乗合通勤の奨励 工事関係者に対し可能な限り乗合通勤を奨励する。 

工事関係者に対する資材等運搬
車両の運行方法の指導 

アイドリングストップの徹底や空ぶかしの禁止、法定速度の順守や車両
に過剰な負荷をかけないよう留意する等、工事関係者に対して資材等運
搬車両の運行方法の指導を行う。 

資材等運搬車両の走行台数の削
減 

工事区域内で稼働するダンプトラックなどはできる限り工事区域内に留
置させ、一般公道の走行台数を減少する。 

工事工程等の管理及び配車計画
の検討 

建設作業機械の稼働との複合影響を含め、資材等運搬車両の運行による環境
影響をより低減させるため、資材等運搬車両が集中しないように、工事
工程等の管理や配車の計画を検討する。また、配車計画等を検討する際
は、資材等運搬車両の運行時間帯が通勤時間帯等の混雑時と可能な限り
重ならないように配慮する。 

住宅等に対する防音対策の検討 工事に伴う騒音の影響を受けるおそれがある住宅等に対して、騒音低減
のための防音シート等の設置を行う。 

 

イ. 検討結果の整理 

検討の結果、実施することとした環境保全措置及び環境保全措置を実施した場合に期待される効

果、効果の不確実性、他の環境に生じる新たな影響等について整理した（表 6.3-30 参照。） 

準備書段階では「資機材等運搬車両の運行台数の昼夜の調整」により、夜間の運行台数が環境保

全目標を満足する上限の大型車の走行台数を検討した。その後、施工計画の具体化にあたっては夜

間の影響を極力減少させるため配慮を踏まえた土砂運搬計画が検討された。その結果、現時点では、

大型車両が 大となる場合でも、夜間の環境保全目標を満足するための上限値（夜間：306 台）を十

分に下回る 265 台の条件に変更された。この場合でも、昼間の環境保全目標を満足することが確認

された。 

なお、その他のものには定量化が困難なものも含まれているが、資材等運搬車両の運行に伴う騒

音の影響をより低減するための環境保全措置として適切であると考え、採用する。 
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表 6.3-30 環境保全措置の検討結果 

環境保
全措置
の種類 

環境保全措置の方法
及び実施の内容 

環境保全措置の 
効果 

当該措置を
講じた後の
環境の状況
の変化 

効果の不確実性の 
程度 

実施に伴
い生ずる
おそれが
ある環境
への影響 

採
用
の
有
無 

予測
への
反映 

資 機 材
等 運 搬
車 両 の
運 行 台
数 の 昼
夜 の 調
整 

夜間の土砂搬入に伴う
資機材運搬車両の走行
による騒音影響の低減
を図るため、運行台数を
調整し、極力昼間に運行
するよう運行計画を策
定する。 

資材等運搬車両の走

行に伴い夜間の発生

騒音レベルの低減が

見込まれる。 

夜間に周辺
へ伝搬する
騒音レベル
が 低 下 す
る。 

他の事業において
も効果が確認され
ていることから、不
確実性は小さい。 

大気質、
振動の影
響が低減
する。 

○ ○ 

資 材 等
運 搬 車
両 の 整
備・点検
の 徹 底
の促進 

資材等運搬車両の整
備不良による騒音の
発生を防止するた
め、整備・点検の徹
底を促進する。 

資材等運搬車両か
らの発生騒音レベ
ルの低減が見込ま
れる。 

周辺へ伝搬
する騒音レ
ベルが低下
する。 

他の事業において
も効果が確認され
ていることから、不
確実性は小さい。 

大気質、
振動の影
響が低減
する。 

○ － 

乗合通勤
の奨励 

工事関係者に対し可
能な限り乗合通勤を
奨励する。 

資材等運搬車両のう
ち、小型車類の台数を
低減することにより、
発生騒音レベルの低
減が見込まれる。 

周辺へ伝搬
する騒音レ
ベルが低下
する。 

他の事業において
も効果が確認され
ていることから、不
確実性は小さい。 

大気質、
振動の影
響が低減
する。 

○ － 

工 事 関
係 者 に
対 す る
資 材 等
運 搬 車
両 の 運
行 方 法
の指導 

アイドリングストップ
の徹底や空ぶかしの禁
止、法定速度の順守や
車両に過剰な負荷をか
けないよう留意する
等、工事関係者に対し
て資材等運搬車両の運
行方法の指導を行う。 

工事関係者に対し
て資材等運搬車両
の運行方法の指導
を行うことにより、
発生騒音の発生の
低減が見込まれる。 

周辺へ伝搬
する騒音レ
ベルが低下
する。 

他の事業において
も効果が確認され
ていることから、不
確実性は小さい。 

大気質、
振動の影
響が低減
する。 

○ － 

資 材 等
運 搬 車
両 の 走
行 台 数
の削減 

工事区域内で稼働す
るダンプトラックな
どはできる限り工事
区域内に留置させ、
一般公道の走行台数
を減少する。 

資材等運搬車両のう
ち、一般公道を走行
する大型車の台数を
削減することによ
り、発生騒音レベル
の低減が見込まれる 

周辺へ伝搬
する騒音レ
ベルが低下
する。 

他の事業において
も効果が確認され
ていることから、不
確実性は小さい。 

大気質、
振動の影
響が低減
する。 

○ － 

工 事 工
程 等 の
管 理 及
び 配 車
計 画 の
検討 

建設作業機械の稼働と
の複合影響を含め、資
材等運搬車両の運行に
よる環境影響をより低
減させるため、資材等
運搬車両が集中しない
ように、工事工程等の
管理や配車の計画を検
討する。また、配車計
画等を検討する際は、
資材等運搬車両の運行
時間帯が通勤時間帯等
の混雑時と可能な限り
重ならないように配慮
する。 

建設作業機械稼働
の 盛期及び周辺
への影響が大きく
なる工事区域境界
付近での作業時期
に、資材等運搬車両
が集中しないよう
に工事工程等の管
理や配車計画を行
うことにより、発生
騒音レベルの低減
が見込まれる。 

周辺へ伝搬
する騒音レ
ベルが低下
する。 

他の事業において
も効果が確認され
ていることから、不
確実性は小さい。 

大気質、
振動の影
響が低減
する。 

○ － 

住 宅 等
に 対 す
る 防 音
対 策 の
検討 

工事に伴う騒音の影
響を受けるおそれが
ある住宅等に対し
て、騒音低減のため
の防音シート等の設
置を行う。 

防音シート等の遮
へい効果、回折減衰
効果により住宅等
に伝搬する騒音レ
ベルの低減が見込
まれる。 

住宅等に伝
搬する騒音
レベルが低
下する。 

他の事業において
も効果が確認され
ていることから、不
確実性は小さい。 

－ 〇 － 



6-3-30 

（413） 

３）事後調査 

採用した予測手法は、その予測精度に係る知見が十分に蓄積されていると判断できるが、予測条件と

した工事計画について現時点では不確実性が含まれるため、予測結果にも不確実性が含まれると考えら

れる。一方、採用した環境保全措置については、効果に係る知見が十分に蓄積されていると判断でき、

効果の不確実性は小さい。 

以上のことから、予測結果に不確実性が含まれるため、事後調査を実施することとした。 

 

４）評価 

(1) 評価の手法 

影響の評価は、調査及び予測結果を踏まえ、対象事業の実施により騒音の影響が、実行可能な範囲

でできる限り回避又は低減されているかどうか、また、環境の保全に係る基準又は目標に対して整合

性が図られているかどうかを評価する方法により行った。 

 

(2) 評価結果 

ア. 環境影響の回避・低減に係る評価 

調査及び予測の結果、並びに前項に示す環境保全措置を踏まえると、騒音の影響は、環境保全措置

を講じることにより、回避又は低減がなされるものと考えられる。 

以上のことから騒音の影響については、事業者の実行可能な範囲内で回避又は低減が図られている

ものと評価する。 

 

イ. 環境の保全に係る基準又は目標との整合性に係る評価 

a. 国、県、屋久島町等が実施する環境保全施策に係る基準又は目標 

整合を図るべき基準等（環境保全目標）は、表 6.3-31 に示すとおりである。道路交通騒音につい

ては、環境基本法第 16 条に基づいて定められた「騒音に係る環境基準について」（平成 10 年環境庁

告示第 64 号）に示される基準値とした。 

 

表 6.3-31 整合を図るべき基準等（環境保全目標） 

項目 整合を図るべき基準等（環境保全目標） 備考 

道路交通騒音

レベル 

【環境基準】 

LAeq：昼間 70dB 以下、夜間 65dB 以下 

「騒音に係る環境基準について」（平

成 10 年環境庁告示第 64 号） 

注）幹線交通を担う道路に近接する空間に適用される値である。 

 

b. 国、県、屋久島町等が実施する環境保全施策に係る基準又は目標との整合性 

環境保全措置を反映した予測結果と整合を図るべき基準等との整合性を検討した評価結果は、表 

6.3-32 に示すとおりであり、環境の保全に係る基準又は目標との整合性が図られているものと評価し

た。 
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表 6.3-32 評価結果 

単位：dB 

予測地

点 
区分 予測時期 

現況等価騒音 

レベル 

資材等運搬車両を

加味した等価騒音

レベル 

環境保全目標 

C1 
昼間 4 年次 10 月 64 65 70 以下 

夜間 6 年次 2 月 55 64 65 以下 

C2 
昼間 4 年次 10 月 62 63 70 以下 

夜間 6 年次 2 月 51 60 65 以下 

注）時間区分は、昼間（6 時～22 時）夜間（22 時～6 時）の区分を示す。 
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５）建設機械の稼働との複合的な影響 

(1) 予測の前提 

表 6.3-32 に示すとおり、資機材等運搬車両の走行に伴う等価騒音レベルは環境保全目標を満足す

ると評価される。ただし、工事期間中には建設作業機械の稼働に伴い現況に比べて周辺の騒音レベル

増加することが想定されることから、建設作業機械の稼働と資機材等運搬車両の運行の複合影響につ

いて試算し、参考として、その結果を記載する。 

予測の危険側を考慮し、建設機械稼働の影響と資機材運搬車両の運行の影響のそれぞれの 大値が

仮に重複した時点を予測時期とし、それぞれの騒音レベルを合成して複合影響を求めた。 

 

表 6.3-33 複合影響の予測時期 

予測地点 区分 予測時期 

B1（C1） 
昼間 4 年次 10 月 

夜間 6 年次 2 月 

B3（C2） 
昼間 4 年次 10 月 

夜間 6 年次 2 月 

注）時間区分は、昼間（6 時～22 時）夜間（22 時～6 時）の区分を示す。 

 

(2) 予測、評価結果 

複合影響の予測結果を表 6.3-34 に示す。複合影響は環境保全目標を満足する結果となった。 

ただし、B1 地点の夜間では環境保全目標と同値となることから、影響をより低減させることが求め

られる。 

そこで、保全対象となる住居等の施設付近への防音シートの設置、工事工程の調整等の環境保全措

置を講じることとする。 

 

表 6.3-34 複合影響の予測結果 

単位：dB 

予測地点 区分 
建設機械 

稼働騒音 

資機材等運搬車両

走行騒音 
複合影響 環境保全目標 

B1（C1） 
昼間 62 65 67 70 以下 

夜間 58 64 65 65 以下 

B3（C2） 
昼間 63 63 66 70 以下 

夜間 59 60 62 65 以下 
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6.3.2.3 航空機の運航に伴う騒音（土地又は工作物の存在及び供用） 

１）予測 

(1) 予測項目 

航空機の運航に伴う騒音の影響要因と予測項目は表 6.3-35 に示すとおりである。 

 

表 6.3-35 予測項目 

項目 影響要因 予測項目 

土地又は工作物

の存在及び供用 
航空機の運航 航空機の運航に伴う航空機騒音レベル 

 

(2) 予測概要 

航空機の運航に伴う航空機騒音の予測概要は、表 6.3-36 に示すとおりである。 

 

表 6.3-36 予測の概要 

予測の概要 

予測項目 航空機の運航に伴う航空機騒音レベル 

予測手法 「国土交通省モデル」により計算を行う方法とした。 

予測地域 
予測地域は、航空機の運航による騒音の影響をうけるおそれがある地域とし

た。 

予測地点 音の伝搬の特性を踏まえて、予測地域における騒音に係る環境影響を的確に把握で

きる地点とし、集落等を代表する地点とした。（D1、D2、D3、D4） 
予測対象時期等 定常状態にある時期とした。 
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飛行騒音に係る諸データ(運航情報
データ、飛行経路データ、 
騒音基礎データ、パフォーマンスデータ)) 

地上騒音に係る諸データ(運航情報データ、
誘導路走行データ、ＡＰＵ、 
騒音基礎データ等) 

補正計算(音源指向性、過剰
減衰式)等 

移動音源 
飛行・タクシーイング、リバース
騒音 LAE計算(セグメント処理) 

固定音源 
ＡＰＵ音 
LAE計算(セグメント処理) 

時間帯補正 

エネルギー加算 

Lden計算 

時間帯補正等価騒音レベル 

(3) 予測方法 

ア. 予測手順 

航空機の運航に伴う航空機騒音の予測手順は、図 6.3-14 に示すとおりである。 

 

 

注）タクシーイング音：タクシーイング（地上走行）を行う際の音 

リバース音：着陸時にリバース（逆噴射）を行う際の音 

APU 音：エプロンで APU（補助動力装置）稼働時に発生する音 

 

  

図 6.3-14 航空機騒音の予測手順 
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ア. 予測式 

Ldenの予測は、飛行騒音以外に地上騒音であるリバース音、タクシーイング音、APU 音等の単発騒音

暴露レベル LAEよりそれぞれの Ldenを算出し、それらを合成することにより行った。 

計算では、地面の過剰減衰等の補正を加え、次式により飛行騒音の LAEを算出した。 

 

𝐿 𝐿 ∆𝐿 ∆𝐿 ∆𝐿 ∆𝐿 ∆𝐿  

ここで 

𝐿  ：直線飛行経路全体からの騒音暴露の寄与を表す単発騒音暴露レベル(dB) 

∆𝐿  ：セグメントが有限長であるため騒音暴露が減少するための補正値 dB  
  音源の指向性に依存する。 

∆𝐿  ：対気飛行速度が基準となるときの補正値 dB  

∆𝐿  ：地面の過剰減衰値 dB  

∆𝐿  ：離陸の滑走路後方での指向性の補正値 dB  

∆𝐿  ：その他の影響に関する補正値 dB  

 

地上騒音のうち、リバース音は着陸騒音の一部として考慮した。タクシーイング音は、駐機場と滑

走路を結ぶ誘導路に沿った経路を設定し、離着陸に準じる形でその騒音暴露を考慮した。APU 音は、

固定発生音源として騒音暴露の影響を考慮した。 

飛行騒音及び地上騒音の LAEの算出結果を以下の式によりエネルギー加算し平均して Ldenを求めた。 

 

𝐿 10𝑙𝑜𝑔
𝑇
𝑇

10
,

10
,

10
,

 

ここで 

𝑖, 𝑗及び𝑘 ：それぞれ昼間、夕方、夜間の時間帯に発生した単発騒音を示す添字 

𝐿 , , 𝐿 , 及び𝐿 , ：それぞれの時間帯での i 番目、j 番目及び k 番目の単発騒音暴露レベル 

𝑇  ：基準の時間（1 秒） 

𝑇 ：観測一日の時間（86,400 秒） 

なお、昼間は午前 7 時～午後 7 時、夕方は午後 7 時～午後 10 時、夜間は午前 0 時～午前 7 時及び

午後 10 時～午後 12 時である。 
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イ. 予測条件 

a. 気象条件 

気象条件は、「国土交通省モデル」で設定されている気象条件である 1 気圧、気温 ISA（国際標

準大気で地上の気温 25℃）、湿度 70％、無風、温度勾配・風速勾配はなしとした。 

 

b. 飛行騒音 

飛行騒音はセグメント処理により計算した。セグメント処理とは、飛行経路を幾つかの線分と

円弧（又は点列）で構成される有限長のセグメントの集まりで表し、個々のセグメントを航空機

が所定の条件で飛行するときに観測点にもたらされる騒音暴露エネルギーを合算することで、飛

行経路全体からもたらされる騒音暴露総量を算定し、単発暴露レベル LAEを評価することを基本と

したものである。図 6.3-15 にセグメントモデルの概念図を示す。 

NPD（音源と観測地点までの距離）データの例は図 6.3-16 に示すとおりである。NPD データは

航空機が基準速度で飛行するときに観測される騒音値と予測点までの 短距離の関係を、機種

別・運航重量別・エンジン推力別に記述したデータである。 

また、フライトパフォーマンスデータの事例は図 6.3-17 に示すとおりである。フライトパフォ

ーマンスデータは進出距離（離陸滑走開始又は着地点から航空機までの飛行経路に沿った距離）

と飛行高度・エンジン推力・飛行速度の関係を、好悪空気別・運航形態別・運航重量別に表した

データである。 

航空機は、設定した飛行経路の両側にある程度のばらつきを持って飛行するため、本予測での

飛行経路には、ばらつきを考慮して予測を行った。 

 

  

図 6.3-15 セグメントモデルの計算概念図 
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図 6.3-16 固定翼航空機のNPDの事例の図 

 

 

図 6.3-17 フライトパフォーマンスデータの事例の図 
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なお、飛行経路の設定では、特に旋回部における経路のばらつきを考慮するため、過去の飛行

経路から各径路及び進出距離ごとの分散の幅（標準偏差）を集計するとともに、経路中心に加え

側方に 3 本ずつ分散幅に応じた経路を設定し、経路の中心が正規分布となるように経路のばらつ

きを設定している。飛行経路分散の考え方については、図 6.3-18 に示すとおりである。 

 

 

図 6.3-18 飛行経路分散の考え方 

 

c. 地上騒音 

地上騒音であるリバース音、タクシーイング音、APU 音は下記のように計算した。 

なお、計算にあたってはターミナルビルの回折/遮蔽を考慮することができるが、一般的に航空

機の 3 倍くらいのサイズの建造物であれば考慮する必要があり、屋久島空港ではそのような建造

物がないため考慮しないものとした。 

 

 リバース音 

図 6.3-19 に示すタッチダウン点、リバース開始点、リバース終了点より機材別に単発騒音暴

露レベル LAEを計算した。 

 

 

図 6.3-19 リバース音発生区間の概念図 
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 タクシーイング音 

タクシーイング騒音は、図 6.3-20 のように、航空機の離着陸のために滑走路と駐機場を行き

来する際に発生する騒音で、エンジン推力等を考慮して LAEを計算した。 

 

 

図 6.3-20 タクシーイングの経路 

 

 APU 音 

APU 騒音はエプロンで航空機が APU（補助動力装置）を稼働することにより発生する固定音源

の騒音として LAEを計算した。なお、エプロン位置は図 6.3-21 に示すとおり設定した。 

増便する小型ジェット機は新設されるエプロンに駐機することになっているが、具体的な場所

及び駐機方向は未定のため図 6.3-21 に示すように小型ジェット機の駐機場所とした。 

増便以外の既存の航空機は現況予測と同様のスポットを利用することにした。 

 

 

図 6.3-21 APU位置図 

 エンジン試運転音 

屋久島空港では将来も計画的な整備に伴うエンジン試運転を実施する計画がないことから予

測の対象としなかった。  
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d. 予測検討ケース 

航空機騒音については、表 6.3-37 に示すとおり、現況再現と将来の計 2ケースの予測検討を行

った。 

表 6.3-37 航空機騒音の予測ケース 

予測ケース 概  要 民航機等 

現況再現 平成30年度の定期便相当の運用機数とした。 
・現滑走路 ：離陸、着陸 

（約14回/日） 

将来 

増便機種はB738とし、増便数は、チャーター機等の季節的な増

便見込む便数として約2回/日(離着陸同数)、時間帯について着

陸はN2帯、離陸はN2帯とN3帯、行先は羽田とした。 

また、延伸計画に伴う航行援助施設の設置により、定期便相当

の就航率が0.4%向上するものとした。 

・現滑走路 ：離陸、着陸 

（約17回/日） 

注 1）1 日当たりの飛行回数は、1 年間の飛行回数を平均した値である。 

注 2）時間帯について、N2 帯は 7:00～18:59 の間、N3 帯は 19:00～21:59 の間である。 

 

e. 予測計算方法の検証 

航空機騒音に係る評価は、｢航空機騒音に係る環境基準について｣（環境省告示）により航空機

騒音の継続時間や発生時間帯の違い、地上騒音等の寄与を考慮した総暴露量の評価が可能な Lden

という指標を用いて行った。「ア）予測手順」及び「イ）予測式」で述べた予測方法の妥当性を確

認するため、現況ケースの予測結果と現地調査における測定値（表 6.3-9 参照）を比較した。対

比の結果、両者は高い相関性を示し、本予測方法は妥当なものと判断した（図 6.3-22 参照）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 6.3-22 現況再現ケース予測結果と現地調査結果の比較検証 
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(4) 予測結果 

航空機の運航に伴う航空機騒音の将来予測結果は、図 6.3-23 に示すとおりである。 
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予測地点 現況再現値 将来予測値 

D1 43.4dB 49.6dB 

D2 47.4dB 55.6dB 

D3 54.6dB 55.7dB 

D4 41.8dB 48.3dB 

  

図 6.3-23 航空機騒音の将来予測結果 



6-3-43 

（426） 

 

２）環境保全措置 

(1) 航空機の運航に伴う騒音（土地又は工作物の存在及び供用） 

ア. 環境保全措置の検討の状況 

予測の結果を踏まえ、環境影響をできる限り回避又は低減することを目的として、表 6.3-38 に示

すとおり環境保全措置の検討を行った。 

 

表 6.3-38 環境保全措置の検討の状況 

環境保全措置の種類 環境保全措置の内容 

騒音低減運行方式の要請 
必要に応じて騒音軽減運航方式（離陸時の急上昇方式、着陸時のデ

ィレイド・フラップ進入方式等）を運行会社に要請する。 

 

イ. 検討結果の整理 

検討の結果、実施することとした環境保全措置及び環境保全措置を実施した場合に期待される効

果、効果の不確実性、他の環境に生じる新たな影響等について整理した（表 6.3-39 参照）。なお、

これは定量化が困難なものであるが、航空機の運航及び飛行場施設の供用に伴う騒音の影響をより

低減するための環境保全措置として適切であると考え、採用する。 

 

表 6.3-39 環境保全措置の検討結果 

環境保
全措置
の種類 

環境保全措置の方法及
び実施の内容 

環境保全措置の 
効果 

当該措置を
講じた後の
環境の状況
の変化 

効果の不確実
性の程度 

実施に伴い生ず
るおそれがある
環境への影響 

採
用
の
有
無 

予測
への
反映 

騒 音 低
減 運 行
方 式 の
要請 

必要に応じて騒音軽減
運航方式（離陸時の急
上昇方式、着陸時のデ
ィレイド・フラップ進
入方式等）を運行会社
に要請する。 

騒音低減方式の

採用により、航空

機から発生する

騒音レベルの低

減が見込まれる。

周辺へ伝搬
する騒音レ
ベルが低下
する。 

他の事業にお
いても効果が
確認されてい
ることから、不
確実性は小さ
い。 

エンジン出力に
応じて燃料消費
量（大気質、温
室効果ガス等）
の増減の可能性
がある。 

○ － 

 

３）事後調査 

航空の運航に係る航空機騒音については、定量的な予測により、予測の不確実性は小さいが、現況

に比べて環境影響が拡大することから、周辺環境に配慮して環境監視調査を実施する。 

 

４）評価 

(1) 評価の手法 

影響の評価は、調査及び予測結果を踏まえ、対象事業の実施により騒音の影響が、実行可能な範囲

でできる限り回避又は低減されているかどうか、また、環境の保全に係る基準又は目標に対して整合

性が図られているかどうかを評価する方法により行った。 
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(2) 評価結果 

ア. 環境影響の回避・低減に係る評価 

調査及び予測の結果、並びに前項に示す環境保全措置を踏まえると、騒音の影響は、環境保全措

置を講じることにより、回避又は低減がなされるものと考えられる。以上のことから騒音の影響に

ついては、事業者の実行可能な範囲内で回避又は低減が図られているものと評価する。 

 

イ. 環境の保全に係る基準又は目標との整合性に係る評価 

a. 国、県、屋久島町等が実施する環境保全施策に係る基準又は目標 

屋久島空港は、航空機騒音の環境基準の類型指定された地域はないが、現況調査結果の四季平

均の 大が 55.9dB であり、表 6.3-40 に示す環境基本法第 16 条に基づいて定められた「航空機騒

音に係る環境基準について」（昭和 48 年環境庁告示第 154 号及び一部改正平成 19 年環境省告示第

114 号）のⅠ類型を満足している状況を踏まえてⅠ類型の環境基準を環境保全目標とした。 

 

表 6.3-40 整合を図るべき基準等（環境保全目標） 

項目 
整合を図るべき基準等 

（環境保全目標） 
備考 

航空機騒音レベル 
【環境基準】 

Lden：57dB 以下（Ⅰ類型） 

「航空機騒音に係る環境基準について」（昭和

48年環境庁告示第154号及び一部改正平成19

環境省告示第 114 号） 

 

b. 国、県、屋久島町等が実施する環境保全施策に係る基準又は目標との整合性 

予測結果と整合を図るべき基準等との整合性を検討した評価結果は、表 6.3-41 に示すとおりで

あり、環境の保全に係る基準又は目標との整合性が図られているものと評価した。 

 

表 6.3-41 評価結果 

単位:dB 

予測地点 現況再現値 将来予測値 環境保全目標 

D1 43.4 49.6 

57 以下 
D2 47.4 55.6 

D3 54.6 55.7 

D4 41.8 48.3 

 

 

 

 


